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○鈴鹿市公共基準点管理保全要綱 

平成19年３月16日告示第52号 

改正 

平成20年12月24日告示第282号 

平成23年６月30日告示第177号 

令和３年３月３日告示第31号 

鈴鹿市公共基準点管理保全要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，測量法（昭和24年法律第188号。以下「法」という。）の規定に基づき，本市が

管理する測量基準点（以下「公共基準点」という。）の管理保全に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 公共基準点 １級基準点，２級基準点及び３級基準点（相当精度の基準点を含む。）であっ

て，かつ，永久標識を設置したものをいう。 

(２) 測量成果等 法第９条の測量成果及び測量記録をいう。 

(３) 測量標 法第10条第１項の測量標をいう。 

（測量成果等の保管及び公開） 

第３条 市長は，測量成果等を保管し，これを一般の閲覧に供しなければならない。 

（測量成果等の写しの交付等） 

第４条 測量成果等の写しの交付を受けようとする者は，測量成果等謄本交付申請書（第１号様式）

を市長に提出し，当該写しの交付を受けるものとする。 

２ 測量成果等の写しを受けた者は，前項の申請書に記載した目的以外にその測量成果等を使用して

はならない。 

（公共基準点の使用） 

第５条 公共基準点を使用しようとする者は，あらかじめ公共基準点使用承認申請書（第２号様式）

を市長に提出し，公共基準点使用承認書（第３号様式）の交付を受けるものとする。 

２ 公共基準点を使用しようとする者は，前項の承認書を常時携行し，当該職員又は土地所有者等の

請求があった場合は，速やかにこれを提示しなければならない。 

３ 公共基準点を使用する者が公共基準点について滅失，破損その他異状があることを発見したとき，

又は公共基準点を使用した者がその使用を終えたときは，遅滞なくその旨を公共基準点使用報告書

（第４号様式）により市長に報告しなければならない。 

（工事施行の届出） 

第６条 公共基準点の付近で，次に掲げる工事等を施行しようとする者（以下「工事施行者」という。）

は，あらかじめ工事施行届出書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

(１) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等 

(２) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち，公共基準

点から杭，車輌，重機等までの距離が５メートル以下となる行為 

(３) 前２号に掲げるもののほか，公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等 

２ 市長は，前項の届出書の提出を受けたときは，速やかに審査を行い，次の各号に該当する措置を

公共基準点保全通知書（第６号様式）により工事施行者に通知するものとする。この場合において，

工事施行者は，市長の通知に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。 

(１) 移転 公共基準点の移設又は成果の修正を行うことをいう。 

(２) 効用の確認 公共基準点に害を及ぼさないかどうかを確認することをいう。 

(３) 支障なし 公共基準点に害を及ぼさなかったことをいう。 

（移転） 

第７条 工事施行者は，移転の措置の通知を受けた場合，別表第１により公共基準点の機能を回復し

なければならない。 

２ 工事施行者は，公共基準点の移転が完了した場合，公共基準点移転完了届出書（第７号様式）に

次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 
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(１) 工事概要 

(２) 位置図，平面図（掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの） 

(３) 写真（公共基準点，公共基準点周辺が確認できるもの） 

(４) 再設置位置図（新旧位置の関係が確認できるもの） 

（効用の確認） 

第８条 工事施行者は，効用の確認の措置の通知を受けた場合，工事着手前の引照測量と工事完了後

の点検測量との対比により確認を行わなければならない。 

２ 前項の測量方法及び合否の判定は，別表第２によるものとする。 

３ 前項の判定で不合格となった場合は，移転の方法により公共基準点の成果の修正を行わなければ

ならない。 

４ 工事施行者は，公共基準点の保全が完了した場合，公共基準点保全（引照測量・点検測量）完了

届出書（第８号様式）及び公共基準点の効用の確認（第８号様式の１）に前条第２項に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

（費用の負担） 

第９条 工事施行者は，第７条の規定による公共基準点の移転による機能回復に要する費用及び第８

条の規定による効用確認のための測量に要する費用を負担しなければならない。ただし，市長が特

に必要と認めた場合は，その費用の全部又は一部を市が負担することができる。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この告示は，平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月24日告示第282号） 

この告示は，平成21年１月１日から施行する。 

附 則（平成23年６月30日告示第177号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は，公表の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３日告示第31号） 

（施行期日） 

１ この告示は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に改正前の各告示の規定に基づいて調製した様式で現に残存するものは，

この告示の施行の日以後においても，当分の間，なお使用することができる。 

別表第１（第７条関係） 

移転に係る測量方法 

(１) １級基準点，２級基準点及び３級基準点（相当程度の基準点を含む。）の場合 

① 公共基準点又は同等以上の基準点を３点以上使用し，三辺測量方式又は多角測量方式によ

り行う。 

② 使用する測量器機及び測量の制限については，鈴鹿市公共測量作業規程に準ずるものとす

る。 
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(２) ３級基準点（相当程度の基準点を含む。）で基準方向が取れる場合 

① ２方向からの方向観測と距離による偏心方式により行う。（新点から与点の視通を必ず確

保すること。） 

② 測量の方法等は，鈴鹿市公共測量作業規程を準用する。 

 
別表第２（第８条関係） 

引照による測量方法 

項目 作業内容 

測量方法 公共基準点から引照点までの距離測定を行う。 

引照点の選定 工事による影響を受けない永久構造物及び杭設置による。 

引照点数 引照点３点以上で，構造物を２点以上選定する。 

観測回数 距離測定は２読定１往復 

測量器具 
距離測定は，鋼巻尺又は光波測距儀 

角観測は，３級トランシット以上の性能を有したもの 

合否判定基準値 
引照測量（工事施行前）と点検測量（工事施行後）との較差が±５㎜

以内を合格とし，それを超えた場合は，速やかに成果の修正を行わな
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ければならない。 

凡例（水糸法（Ｘ型）と構造物引照法） 

 
・公共基準点から引照点までの距離………0.5ｍ以上20ｍ以内 

・公共基準点から構造物までの距離………0.5ｍ以上30ｍ以内 
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第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 
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第５号様式（第６条関係） 
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第６号様式（第６条関係） 
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第７号様式（第７条関係） 
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第８号様式（第８条関係） 
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第８号様式の１ 

 


